
 

 
  

 

 
島根トヨペット株式会社と島根県とによる「建築物木材利用促

進協定」を締結します 
 

 このたび、島根トヨペット株式会社と島根県は、建築物へ県産木材を積極的に利用し、

利用者等への PRを図るため、下記により「島根県産木材の利用促進に関する建築物木材

利用促進協定」の締結を行います。 

なお、本県による同協定の締結は、「第１号」となります。 

 

■協定締結式 

（１）日 時：令和８年２月１３日（金） １０：２０～１０：５０ 

（２）場 所：県庁３階 ３０１会議室 

（３）出席者： 島根トヨペット株式会社  代表取締役社長 勝部 道成 

島根県 島根県知事 丸山 達也 

 

■協定の概要 

・ 島根トヨペット株式会社は、グループの店舗等の整備にあたり、県産木材を積極的に活用するこ

とにより、店舗利用者等に木材の良さを広くＰＲするとともに、島根県が行う県産木材利用、ＰＲ

活動に協力します。 

・ 島根県は、島根トヨペット株式会社が行う取組を積極的に情報発信するとともに、各種活動への 

支援、協力を行います。 

 

■参考 

この協定制度は、令和 3年 10月 1日に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物

等における木材の利用の促進に関する法律（平成 22 年法律第 36 号）（通称:都市の木造化推進法）」

に基づき、事業者等が建築物における木材利用を促進するために国又は地方公共団体と協定を締結す

ることができる制度です。 

島根創生計画［第２期］ 

Ⅰ 活力ある産業をつくる 

 １魅力ある農林水産業づくり 

 ⑵林業の振興        (P20) 

【県 HP】 

（島根創生を進めるための新規・拡充施策（令和 7 年度版））        

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/zaisei/yosan/yosanr7/r7gaiyou.data/shinkikakujuR7.pdf 

（島根創生計画［第２期］） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku2nd.pdf 

島根県農林水産部林業課   

担当者名 山本、槇野 

TEL    0852-22-6539               

Email  mokuzai-shinkou@pref.shimane.lg.jp 

プレスリリース 令和８年２月１０日（火） 

 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/zaisei/yosan/yosanr7/r7gaiyou.data/shinkikakujuR7.pdf
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku2nd.pdf

